
船舶事故等調査報告書 

平成２３年２月２４日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１０函第４６号 

事故等種類 沈没 

発生日時 平成２２年８月１８日 ０８時１３分ごろ 

発生場所 北海道 積丹
しゃこたん

町神威
かむい

岬灯台から真方位２３８°０.４海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯４３°１９.８′ 東経１４０°２０.３′） 

事故等調査の経過  平成２２年８月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

測量船 ＳＮ－５、１１トン 

 ２２０－２３７３６新潟、有限会社ヤマナカタグ 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 全損 

 事故等の経過  本船は、船長及び甲板員１人が乗り組み、北海道小樽市小樽港を出航し

て青森県深浦町深浦港へ向けて回航中、平成２２年８月１８日０６時４５

分ごろ、船長が船首部の居住区に浸水していることに気付いた。 

 本船は、０８時１３分ごろ、神威岬灯台から真方位２３８°０.４Ｍ付近

において、右舷船首部から沈下して沈没した。 

 船長及び甲板員は、海上保安部に救助を要請したのち、救命胴衣を着用

して海中に飛び込み、来援した漁船に救助された。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ５、視界 良好 

海象：波高約１ｍ 

 その他の事項  船長は、８月１４日に、本船の右舷船首部外板に剥離及び黒色の線状の

損傷箇所があることに気付いていたが、航行に支障ないと思い、小樽港を

出航した。 

 本船は、船体引揚後、船首部から船尾部にかけての右舷外板に約１０ｍ

の範囲に破口、亀裂、凹損を伴うＦＲＰ剥離等の損傷が認められた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

あり 

なし 

 本船は、神威岬南西方沖を南進中、右舷船首部外

板の損傷箇所から船内に浸水したため、浮力を喪失

して沈没したものと考えられる。 

 船長は、右舷船首部外板の損傷箇所に気付いてい

たが、航行に支障ないと思い、小樽港を出航したも

のと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、神威岬南西方沖を南進中、右舷船首部外板の損傷箇

所から船内に浸水したため、浮力を喪失して沈没したことにより発生した

ものと考えられる。 

 




